
＜様式第1号＞

管理番号

（申込日） 令和　 年　 月　 日

株式会社建設経営サービス　御中

　 貴社「融資取引基本契約書」、「ＫＫＳ出来高融資をご利用の皆様へ」及び裏面記載の「重要事項説明」
　　　を承認のうえ次のとおり申し込みます。

部分は、別添請負契約書(写)のとおりです。※1

口座名義(ｶﾀｶﾅ)

※１　請負契約書(写）と割印（申込印と同一の印をご使用下さい)があれば記入を省略できます。　　　
※２　お申込み日から融資実行日までは４週間程度かかりますのでご了承ください。
※３　融資の返済期日は、原則として「工期末+50日」とします。（休日の場合は、翌営業日とします。）

〈当社使用欄〉 ◆説明事項 ﾁｪｯｸ欄
　・出来高融資申込書（裏面）　重要事項説明 □
　・ＫＫＳ出来高融資をご利用の皆様へ □
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＜様式第1号＞

株式会社建設経営サービス

当社は、国土交通省が創設した「地域建設業経営強化融資制度」に基づき、「KKS出来高融資」（以

下「融資」という。）を行っております。以下の重要事項には、融資のご利用にあたりご注意いただく

重要な事項が記載されております。融資取引基本契約書とあわせてよくお読みください。

１．融資のご利用に際しては、当社所定の審査を実施させていただきます。審査の結果、貴社のご

希望に添えない場合や融資できない場合がありますので、あらかじめご承知おきください。

２．融資をご利用いただくにあたり、「出来高融資申込書」記載の工事請負代金債権を担保として

当社に譲渡していただきます。

３．融資金額を算定するため、当社所定の出来高査定を実施させていただきますので、事前の工事

費内訳明細書、設計図書等の提供及び現場実査へのご協力をお願いします。

４．出来高査定にあたっては、変更（予定）部分の出来高は、変更契約書等で金額・数量が確定し

ている場合のみ出来高に計上します。

なお、未設置の製作物・搬入資材等は、出来高に計上しません。

５．融資金額の計算方法は、「融資金額」＝「工事出来高査定額(当社所定の掛け目含む)」－「受

領済工事代金」－「違約金相当額(請負契約書に準ずる)」となります。

６．融資金額については、融資の実行時に「利息」、「事務手数料」及び「出来高査定費用」を差

し引いたうえ、貴社が指定した貴社名義の口座に振り込みます。

７．「利息」には、当社が金融機関から転貸資金を調達する際の利息及び建設業振興基金の債務保

証料(年率0.1％、公益的民間工事の場合は年率0.18％）が含まれております。

８．「事務手数料」については、一律11,000円（税込）とさせていただきます。ただし、同一工事

で複数回の融資をご利用の場合は、２回目以降7,700円（税込）となります。

９．「出来高査定費用」については、実費を貴社にご負担いただきます。

10．融資が実行されなかった場合であっても、融資前に要した出来高査定費用及び諸経費は貴社

にご負担いただくことになりますので、ご承知おきください。

11．融資に係る実質金利の上限は年率15％です。実質金利の計算に際しては、利息のほか事務手数

料及び出来高査定費用をみなし利息として含めることが法令で定められています。

12．融資金額については、債権譲渡契約に基づき、当社が発注者から完成工事代金を受領した時点

で返済されたものとし、利息を再計算のうえ、受領した日から２営業日後に残余金を貴社にお支

払いします。

重要事項説明


